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右
の
質
問
主
意
書
を
提
出
す
る
。 

道
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財
源
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す
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主
意
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昭
和
五
十
九
年
十
二
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二
十
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衆 

議 

院 

議 

長 

福 
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提 
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小 
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一 

 



 

な
お
、
こ
の
オ
ー
バ
ー
フ
ロ
ー
分
に
つ
い
て
は
、
本
年
七
月
十
一
日
の
建
設
委
員
会
に
お
け
る
質
疑
を
通
じ

て
、 市

町
村
並
び
に
国
の
道
路
整
備
の
財
源
と
し
て
、
昭
和
四
十
六
年
に
自
動
車
重
量
税
法
及
び
自
動
車
重
量
譲
与

税
法
が
制
定
さ
れ
た
。
同
法
に
よ
る
と
、
国
税
と
し
て
徴
収
さ
れ
た
自
動
車
重
量
税
の
う
ち
、
二
五
％
を
市
町
村

に
道
路
整
備
の
た
め
の
特
定
財
源
と
し
て
譲
与
す
る
こ
と
が
法
定
化
さ
れ
て
い
る
。
残
る
七
五
％
の
う
ち
八
〇
％

が
国
の
道
路
整
備
費
に
充
当
す
る
こ
と
に
な
つ
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
昭
和
五
十
七
年
度
よ
り
、
公
共
事
業

の
抑
制
に
よ
り
、
道
路
整
備
に
充
当
す
べ
き
も
の
が
一
般
会
計
に
流
用
さ
れ
る
こ
と
に
な
つ
た
（
以
下
「
オ
ー
バ
ー 

フ
ロ
ー
分
」
と
い
う
。
）
。
こ
の
こ
と
は
、
自
動
車
重
量
税
創
設
の
趣
旨
に
反
す
る
ば
か
り
で
な
く
、
国
民
期
待
の

第
九
次
道
路
整
備
五
ヵ
年
計
画
の
進
捗
率
の
低
下
を
も
た
ら
し
て
お
り
ま
す
。 

道
路
財
源
の
確
保
に
関
す
る
質
問
主
意
書 
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昭
和
六
十
年
度
予
算
編
成
に
当
た
つ
て
は
も
と
よ
り
、
昭
和
五
十
九
年
度
補
正
予
算
の
計
上
に
つ
い
て
、
次
の

こ
と
を
質
問
す
る
。 

一 

昭
和
五
十
九
年
度
オ
ー
バ
ー
フ
ロ
ー
分
（
千
九
十
六
億
円
）
に
つ
い
て
は
、
昭
和
五
十
九
年
度
中
に
補
正
予
算 

お
お
む
ね
、
以
上
の
こ
と
が
明
ら
か
に
な
つ
た
。
国
会
に
こ
の
様
に
、
明
ら
か
に
さ
れ
た
以
上
、
政
府
間
の
約

束
と
い
え
ど
も
、
国
民
に
対
す
る
約
束
で
あ
る
と
思
い
ま
す
。
こ
の
こ
と
は
、
政
治
に
対
す
る
国
民
の
信
頼
を
保

つ
た
め
に
も
重
要
で
あ
り
ま
す
。 

③ 

大
蔵
省
主
計
官
は
、
お
借
り
し
て
い
る
も
の
は
本
来
返
す
べ
き
も
の
と
思
う
が
、
主
計
官
の
立
場
か
ら 

② 

建
設
大
臣
は
返
し
て
貰
う
、
と
い
つ
て
い
る 

① 
昭
和
五
十
九
年
度
の
予
算
編
成
に
当
た
つ
て
建
設
大
臣
と
大
蔵
大
臣
の
間
で
返
還
の
約
束
の
あ
る
こ
と
が 

は
、
返
す
と
い
う
こ
と
は
、
補
正
予
算
を
組
む
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
で
、
今
こ
の
場
で
答
弁
し
か
ね
る 

明
ら
か
に
さ
れ
た
こ
と 

四 

 



 

 

五 

に
組
み
入
れ
る
と
と
も
に
、
昭
和
五
十
七
年
度
及
び
昭
和
五
十
八
年
度
オ
ー
バ
ー
フ
ロ
ー
分
（
三
千
十
二
億
円
） 

に
つ
い
て
は
、
可
及
的
速
や
か
に
道
路
整
備
財
源
に
充
当
す
べ
き
と
考
え
る
が
、
ど
う
か
。 

二 

昭
和
六
十
年
度
に
お
い
て
は
、
自
動
車
重
量
税
収
入
額
は
、
全
額
道
路
整
備
費
に
充
当
す
べ
き
と
考
え
る 

が
、
ど
う
か
。 

右
質
問
す
る
。 


